
 

 

 

9  申請書等の作成 

 

 鉛筆、シャープペンシル、消しゴムでインクが消えるタイプのボ

ールペンで記入した申請書等や確認資料は不可 

 

※事実と異なる内容の申請・届出をした場合、許可の取消処分や、

刑事罰の対象となることがあります。内容をよく確認した上で作成

してください。 
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行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る

般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 ,

１．有
２．無

旧許可年月日

連絡先 (株)スズキ建設

登記上の記載のとおり記入

）

商 号 又 は 名 称

許 可 換 え の 区 分

旧 許 可 番 号

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

と す る 建 設 業

ファックス番号　　　担当者の連絡先

所属等　　　総務部 氏名　　　佐々木　健 電話番号　　　担当者の連絡先

法人又は個人の別

兼 業 の 有 無

郵 便 番 号

代理人

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び同法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。
以下同じ。）については別紙による。

月 日

申 請 時 に お い て
既に許可を受けて
い る 建 設 業

許 可 を 受 け よ う

令和 年許可（
般

－ 号
知事 特

）第

11 13 15

１ ６
国土交通大臣

大臣コード
知事

3 5 10

表7 大臣・都道府県コード
複数の許可を受けている場合は、最も古い許可の年月日を記入

（ ）
建設資材販売

3

１ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

1 2 3

3
建設業以外に行つている営業の種類

１ ４ 1

5 6 7 8 9 00 （千円） 1 2 3 45 0 0

25

１ ３ 1 （ ）

13 15 20

右詰め
3 4 5 10

7

ファックス番号 048-123-4567 左詰め
13ケタの法人番号を記入

2 3 ― 4 5 6電 話 番 号 0 4 8 ― 10 － 9 3 0 1１２ 3 3

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

表8 市区町村コード

3 ― 1 5 ― 1１ １ 高 砂主 た る 営 業 所 の
所 在 地

市区町村名 さいたま市浦和区
3 5 10 15 20

1 1

郎

埼玉県

太

1 0 7 都道府県名

3 5

１ ０

10
支配人の氏名

０ ９ 鈴 木 個人事業主で支配人を置く場合に記入

キ タ ロ ウ０ ８ ス ズ
3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

登記（住民票）上の記載の
とおり記入

） ｽ ｽﾞ ｷ 建 設０ ７ （ 株
3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

セ ツ
20

０ ６ ス ズ キ ケ ン
3 5 10 15

）3 5 10 15 20 25 30 （
１．一般
２．特定

０ ５

2

消 清 解

０ ４ 2 1

絶 通 園 井 具 水板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

日 申請時に複数ある許可日
を一つにまとめる場合は
「1」，それ以外は「2」

土 建 大 左 と 石 屋 電

年 月

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和

（
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

５．更 新 ８．業 種 追 加 ＋ 更 新 許可の有効

７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

申 請 の 区 分 ０ ２ ２．許可換え新規

日
知事 特

年

3 １．新 規 ４．業 種 追 加

般
－ ）第 月号 令和許 可 番 号 ０ １ 許可（

項 番 3 5 10

国土交通大臣
11 13

埼玉県　知事 殿

大臣コード
知事

15

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株)スズキ建設

登記上と事実上の本店（主たる営業所）が異なる場合
は、所在地を二段書きする

（登記上）○○○
（事実上）○○○

個人の場合、住民票上の住所が登記上の住所となる
◎ その他の書類には、事実上の所在地のみ記入する

 地方整備局長
枠内は記入しない

 北海道開発局長

申請者 代表取締役　鈴木太郎　　　　　　　　　　　

０ １

○　建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和  3  年 　11  月　　1  日

許可換え申請の
場合のみ記入

大字・字名は不要

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

マンション等の場合は、登記上の記載
がなくとも部屋番号まで記入

登記上の所在地と事実上の所在地が異なる
場合は、事実上の所在地を記入
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表 7 大臣・都道府県コード 

 

表 8 市区町村コード 

00 国土交通大臣 10 群馬県 20 長野県 30 和歌山県 40 福岡県 

01 北海道 11 埼玉県 21 岐阜県 31 鳥取県 41 佐賀県 

02 青森県 12 千葉県 22 静岡県 32 島根県 42 長崎県 

03 岩手県 13 東京都 23 愛知県 33 岡山県 43 熊本県 

04 宮城県 14 神奈川県 24 三重県 34 広島県 44 大分県 

05 秋田県 15 新潟県 25 滋賀県 35 山口県 45 宮崎県 

06 山形県 16 富山県 26 京都府 36 徳島県 46 鹿児島県 

07 福島県 17 石川県 27 大阪府 37 香川県 47 沖縄県 

08 茨城県 18 福井県 28 兵庫県 38 愛媛県   

09 栃木県 19 山梨県 29 奈良県 39 高知県   

コード 市 町 村 名 コード 市 町 村 名 コード 市 町 村 名 

１１１０１ 

１１１０２ 

１１１０３ 

１１１０４ 

１１１０５ 

１１１０６ 

１１１０７ 

１１１０８ 

１１１０９ 

１１１１０ 

１１２０１ 

１１２０２ 

１１２０３ 

１１２０６ 

１１２０７ 

１１２０８ 

１１２０９ 

１１２１０ 

１１２１１ 

１１２１２ 

１１２１４ 

１１２１５ 

１１２１６ 

１１２１７ 

１１２１８ 

１１２１９ 

１１２２１ 

１１２２２ 

１１２２３ 

さ い た ま 市 西 区 

さ い た ま 市 北 区 

さいたま市大宮区 

さいたま市見沼区 

さいたま市中央区 

さ い た ま 市 桜 区 

さいたま市浦和区 

さ い た ま 市 南 区 

さ い た ま 市 緑 区 

さいたま市岩槻区 

川 越 市 

熊 谷 市 

川 口 市 

行 田 市 

秩 父 市 

所 沢 市 

飯 能 市 

加 須 市 

本 庄 市 

東 松 山 市 

春 日 部 市 

狭 山 市 

羽 生 市 

鴻 巣 市 

深 谷 市 

上 尾 市 

草 加 市 

越 谷 市 

蕨 市 

１１２２４

１１２２５ 

１１２２７ 

１１２２８ 

１１２２９ 

１１２３０ 

１１２３１ 

１１２３２ 

１１２３３ 

１１２３４ 

１１２３５ 

１１２３７ 

１１２３８ 

１１２３９ 

１１２４０ 

１１２４１ 

１１２４２ 

１１２４３ 

１１２４５ 

１１２４６ 

 

 

戸 田 市 

入 間 市 

朝 霞 市 

志 木 市 

和 光 市 

新 座 市 

桶 川 市 

久 喜 市 

北 本 市 

八 潮 市 

富 士 見 市 

三 郷 市 

蓮 田 市 

坂 戸 市 

幸 手 市 

鶴 ヶ 島 市 

日 高 市 

吉 川 市 

ふ じ み 野 市 

白 岡 市 

 

 

（比 企 郡） 

１１３４１ 

１１３４２ 

１１３４３ 

１１３４６ 

１１３４７ 

１１３４８ 

１１３４９ 

滑  川  町 

嵐  山  町 

小  川  町 

川  島  町 

吉  見  町 

鳩  山  町 

と き が わ 町 

（秩 父 郡） 

１１３６１ 

１１３６２ 

１１３６３ 

１１３６５ 

１１３６９ 

横 瀬 町 

皆 野 町 

長 瀞 町 

小 鹿 野 町 

東 秩 父 村 

（児 玉 郡） 

１１３８１ 

１１３８３ 

１１３８５ 

美 里 町 

神 川 町 

上 里 町 

（大 里 郡） 

１１４０８ 寄  居  町 

（南 埼 玉 郡） 

１１４４２ 宮  代  町 

（北 足 立 郡） 

１１３０１ 伊 奈 町  （北 葛 飾 郡） 

（入 間 郡） １１４６４ 

１１４６５ 

杉 戸 町 

松 伏 町 １１３２４  

１１３２６ 

１１３２７ 

三 芳 町 

毛 呂 山 町 

越 生 町 
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別紙一 （用紙Ａ４）

○　役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

令和　3  年　  11  月 　1  日

スズキ　タロウ
鈴木　太郎

代表取締役 常　勤

スズキ　ジロウ
鈴木　二郎

取締役 常　勤

スズキ　ハナコ
鈴木　花子

取締役 非常勤

サイタマ　タロウ
埼玉　太郎

相談役 非常勤

サイタマ　ジロウ
埼玉　二郎

顧問 非常勤

サトウ　イチロウ
佐藤　一郎

株主等 ―

１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しく
は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以
下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常
勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。

常勤とは、建設業の営業所において休日その他の勤務を
要しない日を除いて一定の計画のもとに常時所定の期間
中、その職務に従事していることをいう

役名等

株式会社、有限会社→代表取締役、取締役
合資会社、合名会社、合同会社→代表社員、業務執行社員
協同組合、協業組合、企業組合→代表理事、理事
※相談役、顧問等がいる場合は記入

個人事業主の場合は不要

法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位に
あって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代
表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等がいる場合も記入

フリガナも記載する

氏名の記載は登記事項証

明書（法人登記）のとおりに

する
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別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ ホンシャ

本　社

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（用紙Ａ４）

○ 営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

区 分 8 1 1

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 8 2
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

第 号 令和 年 月 日

（主たる営業所）

主たる営業所の
名 称

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 3 2 1 2
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

変更前

)3 5 10 15 20 25 30

3 5 10 15 20

従たる営業所の
8 4 戸 田 営 業 所名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 1 1 2 2 4 都道府県名 市区町村名埼玉県
3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 上 戸 田 〇 ― 〇 ― 〇
23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 3 3 5 － 0 0 2 2 電 話 番 号 0 4 8 ― 2 3 4 ― 5 6 7 8

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
営 業 し よ う

8 8 2 1
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

)3 5 10 15 20 25 30

変更前

3 5 10 15 20

従たる営業所の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

8 5 都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 － 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 絶 通 園 井板 ガ 塗 防
営 業 し よ う

8 8

20 25

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

)3 5 10 15

変更前

戸田市

清具 水 消

(

解

(

解

トダエイギョウショ

(

解

30

枠内は記入しない

主たる営業所の名称については他に記入する書類（「営業所
一覧表（更新）」「営業所技術者等一覧表」「使用人数」「営業
所技術者等証明書」「健康保険等の加入状況」）と統一する

従たる営業所がない（主たる営業所のみ）場合、余白に「該当なし」と記入

許可を受けようとする建設業のうち、当該営業所において営業しようとする建設業を記入

左詰め
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別紙二（２） （用紙Ａ４）

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業所の名称 所在地（郵便番号・電話番号）
営業しようとする建設業

特定 一般

主
た
る

営
業
所

本　　　社
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
（048-123-4567）

土・と 建

従
　
た
　
る
　
営
　
業
　
所

戸田営業所
〒335-0022
戸田市上戸田〇-〇-〇
（048-234-5678）

土 建

２ 「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において
営業しようとする建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特
定に分けて記載すること。

１ 「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を
締結する事務所のうち該当するものについて記載すること。

従たる営業所がない（主たる営業所のみ）場合、
従たる営業所の空欄に「該当なし」と記入
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本社

〃

戸田営業所

ヤマモト ヒロシ
山本　　宏

スズキ タロウ
鈴木　太郎

キダ サブロウ
木田　三郎

営 業 所 の 名 称

別紙四

令和　3  年　 11  月　1  日

○　営業所技術者等一覧表

土－9、と－9

建－4

土－9
建－7

13

02

13
38

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分専 任 の 技 術 者 の 氏 名

表4 営業所技術者等の資格
一覧表

表9 資格コード番号
(営業所技術者等）
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○ 工事経歴書（経営事項審査を申請しない場合） 

1 許可を受けようとする（受けている）建設業の建設工事の種類ごとに作成してください。 

2 申請をする日の属する事業年度の前事業年度（決算を終了したもの）に完成した主な建設工事につい

て、請負代金の大きい順に 10 件程度記入し、それに続けて主な未成工事について請負代金の大きい順

に記入してください。建設工事の実績がない場合は建設工事の種類を記入し、空欄に「該当なし」と記

入した上で必ず添付してください。（実績がない業種は 1枚にまとめて作成してもよい） 

 

記載例（経営事項審査を申請しない場合） 

 
（注） 

1 １件の請負契約を分割して複数の建設工事として計上することはできません（建築一式工事を請け負

った場合、これを複数の専門工事に分けて計上することはできません。）。 

2 「配置技術者」欄（氏名、主任技術者・監理技術者の別）には、新規申請以外は必ず記入してくださ

い。 

3 請負金額に変更があった場合には、変更後の金額を記入してください。 

4 工事が複数年にまたがり、単年度の工事進行基準が適用される工事は、当該年度を（ ）書きで上段

に、全体額を下段に記入してください。 

5 建設業許可業者は、元請・下請にかかわらず、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりませ

ん。また、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した

下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上（建築一式工事の場合は8,000万円以上）になる場合には、

監理技術者を配置しなければなりません。 

様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）

（用紙Ａ４）

（建設工事の種類） 工事 （ 税込 ・ 税抜 ）

主任技術者

千円

千円

工　　事　　経　　歴　　書

4,550　千円

4,550　千円

月令和 年

月

令和 年 月

令和 年

月

令和 年 月

令和 年

月

令和 年 月

令和 年

年 月

令和 年

令和

月

完成又は
完成予定年月

令和 年

月

令和

月

令和 年

年

年

月

月

年

月

月

年 月

月

田中太郎

田中太郎

レ

レ

7,200

千円

山野和夫

中山大輔

令和

令和

レ

レ

レ

レ

4,550件 87,600 千円21
小　　計

とび・土工・コンクリート

7,000

千円

配　置　技　術　者

氏　名
主任技術者又は監理技術者の別

（該当箇所にレ印を記載）

工　　期

千円

千円

千円

年

うち、

 ・ＰＣ

 ・法面処理

 ・鋼橋上部

着工年月

16,500 4,550

Ｄ 邸フェンス設置工事

5,600

3,000

田中太郎

山野和夫

Ｂマンション基礎工事
埼玉県
川口市

埼玉県

熊谷市

その他

21 87,600 41,000
合　　計

うち　元請工事

件

千円

うち　元請工事

41,000

千円 4,550 千円

Ａ 元請

Ｄ 元請

Ｂ 元請

○○土建(株) 下請

Ａ 邸外構工事
東京都
足立区

注　文　者 元請

又は

下請

の別

○○土建(株) 下請

JV

の

別

工　　事　　名 工事現場のあ

る都道府県及

び市区町村名

請 負 代 金 の 額

浦和高砂宅地造成工
事

埼玉県
さいたま市

(17,100)
30,000

田中太郎

監理技術者

レ

レ
埼玉県秩父県土整

備事務所
 元請

県道××線法面処理

工事

埼玉県

秩父市
山田次郎

戸田宅地コンクリート

工事

埼玉県

戸田市

○○土建(株) 下請 Ｃ 邸くい打ち工事
埼玉県

さいたま市

2,700 千円レ

千円22,100

レ

レ

千円 千円

11件

千円

千円

千円 千円

千円 千円

○○土建(株) 下請 Ｈ マンション基礎工事
埼玉県

さいたま市
8,200

千円

令和

令和

千円

（主な未成工事）

千円

千円 千円 年

令和

令和

令和

令和

年 月

月

年

年 月

E

○○建設（株）

○○土建（株）

下請

下請

下請

Ｅ 邸外構工事

Ｆ 邸フェンス設置工事

Ｇ 邸外構工事

埼玉県
さいたま市

埼玉県

春日部市

埼玉県
越谷市

田中太郎

山野和夫

山田次郎 令和

2,100 千円

1,900 千円

月

令和 年 月

年 月

令和 年 月

令和

年 月2,400 千円 千円 令和 年

千円

千円

令和

年 月

個人の氏名が特定されないよう記入に注意
工事名は場所、内容を具体的に記入

該当するものを「○」で囲む

余白に工事種別ごとに
ページを記入（ページ
数/総ページ）

「小計」欄はページごとに記入した工事の
件数及び完成工事高の額の合計を記入

「合計」欄は最終べージにおいて当該建設工事の種類の合計を記入

・土木一式については「ＰＣ」
・とび・土工・コンクリート工事については「法面処理」

・鋼構造物については「鋼橋上部」
を「○」で囲み、該当する請負代金の額を記入

請負代金の
額の大きい順
に記入

工期を記入

元請工事の完成工事高の合計を記入
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○ 工事経歴書（経営事項審査を申請する場合） 

1 許可を受けようとする（受けている）建設業の建設工事の種類ごとに作成してください。 

2 申請をする日の属する事業年度の前事業年度（決算が終了したもの）の工事経歴を記入してください。

建設工事の実績がない場合は建設工事の種類を記入し、空欄に「該当なし」と記入した上で必ず添付し

てください。（実績がない業種は 1 枚にまとめて作成してもよい） 

3 消費税課税業者は工事経歴書と財務諸表を消費税抜きで、消費税免税業者は消費税込みで作成してく

ださい。 

◎ 経営事項審査を申請する場合について 

 ・ 詳細については「経営事項審査申請の手引」を御覧ください。 →  経営事項審査担当 埼玉県 で検索 

 ・ 経営事項審査担当 ℡048-830-5183 

 

記載例（経営事項審査を申請する場合） 

（注） 
1 元請工事に係る完成工事について、その請負代金の額の合計額の７割を超えるところまで請負代金の額の

大きい順に記入してください（※1,※2）。 

2 「1」に続けて、「1」以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事についてすべての完成工事高の 7 割を超

えるところまで、請負代金の額の大きい順に記入してください（※1,※2）。 

 ※1：税込 500 万円未満（建築一式については、税込 1,500 万円未満又は延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅）

の工事については 10 件まで記入すればよい。 

 ※2：請負代金の額の合計額の 1,000 億円超部分は記入不要。 

3 「2」に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記入してください。 

◎ 建設業許可業者は、「変更届出書（決算報告）」に工事経歴書を添付して提出する場合は、経営事項審査に

おいて当該工事経歴書を用いることができます。 

様式第二号（第二条、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の八関係）

（用紙Ａ４）

 (建設工事の種類） 工事 （ 税込 ・ 税抜 ）

主任技術者

千円

千円

月令和 月年 令和その他 11件 千円22,100

年月

年

月令和 年

令和年

月

令和

令和 年千円レ○○土建(株) 下請 E マンション基礎工事
埼玉県

さいたま市
8,200 千円中山大輔

年 月

（主な未成工事） 千円 千円 月

千円

千円2,700 千円 月 令和Ｄ 元請
埼玉県
熊谷市

Ｄ 邸フェンス設置工事 山野和夫

月令和 年

レ 令和 年

年令和千円 千円○○土建(株) 下請 Ｃ 邸くい打ち工事
埼玉県

さいたま市
山野和夫 月

千円 令和千円
戸田宅地コンクリート

工事

埼玉県

戸田市

3,000レ

月令和 年月○○土建(株) 下請 年7,000田中太郎 レ

○○土建(株) 下請 千円 月令和 年レ
浦和高砂宅地造成工

事

埼玉県

さいたま市

(17,100)

30,000
田中太郎 月令和 年千円

月 令和令和千円 千円Ｂ 元請 Ｂ マンション基礎工事
埼玉県
川口市

5,600田中太郎 レ

年 月

年 年 月

Ａ 元請 千円田中太郎 レ 7,200 千円 令和Ａ 邸外構工事
東京都

足立区

月令和 年

年 月 令和

レ
埼玉県秩父県土整

備事務所
 元請

県道××線法面処理

工事

埼玉県

秩父市
山田次郎 月令和4,550 千円16,500 千円

工　　事　　名 工事現場のあ

る都道府県及

び市区町村名

請 負 代 金 の 額

監理技術者

注　文　者 元請

又は

下請

の別

JV

の

別

年

18 81,200 41,000
合　　計

うち　元請工事

件 千円 4,550 千円

うち、

 ・ＰＣ

 ・法面処理

 ・鋼橋上部

着工年月

千円18
小　　計

千円

うち　元請工事

41,0004,550件 81,200

完成又は

完成予定年月

工　　事　　経　　歴　　書

4,550　千円

4,550　千円

とび・土工・コンクリート

配　置　技　術　者

氏　名
主任技術者又は監理技術者の別

（該当箇所にレ印を記載）

工　　期

個人の氏名が特定されないよう記入に注意
工事名は場所、内容を具体的に記入

該当するものを「○」で囲む

余白に工事種別ごとに
ページを記入（ページ
数/総ページ）

「小計」欄はページごとに記入した工事の
件数及び完成工事高の額の合計を記入

「合計」欄は最終べージにおいて当該建設工事の種類の合計を記入

・土木一式については「ＰＣ」
・とび・土工・コンクリート工事については「法面処理」

・鋼構造物については「鋼橋上部」
を「○」で囲み、該当する請負代金の額を記入

請負代金の
額の大きい順
に記入

工期を記入

元請工事の完成工事高の合計を記入
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様式第三号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

（用紙Ａ４）

土木

一式
工事

建築

一式
工事

とび・土工

・ｺﾝｸﾘｰﾄ 工事 工事

第　○　期 公　共 0 119,100

令和○○年 4 月 1 日から 民　間 0 2,600

0 41,540

0 163,240

第　○　期 公　共 0 89,000

令和○○年 4 月 1 日から 民　間 0 48,020

14,600 46,400

14,600 183,420

第　○　期 公　共 0 137,370

令和○○年 4 月 1 日から 民　間 0 24,500

0 40,200

0 202,070

第　　　期 公　共

令和　　年　　月　　日から 民　間

第　　　期 公　共

令和　　年　　月　　日から 民　間

記載要領

　　１　 この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

　　２　 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

　　３　 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事の施

　　　工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

　　４　 記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

　　　ただし、会社法 （平成17年法律第86号） 第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示することがで

　　　きる。この場合、「（単位：千円）」 とあるのは「（単位：百万円）」 として記載すること。

　　５　 「公共」の欄には、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除

　　　く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

　　６　 「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上必要になる

　　　場合は「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

　　７　 当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

○　直前３年の各事業年度における工事施工金額

事　業　年　度
注 文 者

の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額  その他の建

 設工事の施

 工金額

合　　計

0 0 2,600

元

請

35,600 83,500 0

計 35,600 83,500 44,140

041,000 48,000

41,540

31,800

令和○○年 3 月 31日まで
下　　　請 0 0

元

請
0 26,020 22,000

令和○○年 3 月 31日まで
下　　　請 0 0

計 41,000 74,020 53,800

元

請

58,160 62,710 16,500

0 0 24,500

計 58,160 62,710 81,200

40,200
令和○○年 3 月 31日まで

下　　　請 0 0

元

請

令和　　年　　月　　日まで
下　　　請

計

元

請

該当するものを「○」で囲む

（税込・税抜／単位：千円）

令和　　年　　月　　日まで
下　　　請

計

記入したすべての事業年度（決算処理を終了したもの）について、許可を受けようとする

建設業の建設工事の種類・既に許可を受けている建設業の建設工事の種類・その他の

建設工事の施工金額の内訳を記入（施工金額がない場合は、数字欄に「0」と記入）

各決算期・決算期間を記入

損益計算書の完成
工事高と一致する

切捨ての他、四捨五入及び切上げを認める

用紙が2枚以上になる場合、その他の建設工事の施工金額及び合計は最終ページに記入

直前3年分の工事施工金額なので、決算期を変更している場合は4期分以上となることもある

資本金の額が5億円以上、又は負債の合計額が200億円以上の株式会社

建設工事の種類ごとに作成
した工事経歴書の数字と一
致する
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（注） 

1 「使用人数」には、アルバイト、パート等の臨時的な職員及び常用であっても現場の単純な業務のみに従

事する者は含みません。 

2 建設業に従事している職員数を記載し、建設業以外の兼業部門に従事している職員は記載しないでください。 

3 建設業以外の兼務がある場合で、建設業に従事する職員と建設業以外の兼業部門に従事する職員とに分け

ることができない場合は、直前決算時における完成工事高と兼業売上高の比率によって按分してください。 

 

 

（用紙Ａ４）

建設業法第７条第２号
イ、ロ若しくはハ又は
同法第15条第２号イ若
しくはハに該当する者

その他の技術関係使用人

本社 5人 3人 7人 15人

戸田営業所 2人 2人 4人 8人

合        計 7人 5人 11人 23人

記載要領
  １　この表には、法第５条の規定（法第17条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合
　　は、当該申請をする日、法第11条第３項（法第17条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届
　　出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載す
　　ること。
  ２　「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の
　　場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。
  ３　「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号イ若しく
　　はハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

様式第四号（第二条関係）

○  使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　　　計

令和　　3　年　　11　月　　1　日
許可に係る営業所技術
者等の要件を満たす者
の人数を記入（表2 営
業所技術者等の要件）

様式第六号（第二条、第十三条の二、第十三条の三関係）

殿

記載要領

　「 　「

、 、 　については不要なものを消すこと

　　　   　　   」 」

北海道開発局長

埼玉県　知事

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

            　　、                の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使

用人並びに法定代理人及び法定代理人の役員等は、建設業法第８条各号（同法第17条において準用さ
れる場合を含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。

令和　3　年　　　11月　　　1日

　　　　　　　　　　　　

地方整備局長

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人

合併存続法人
分割承継法人

申 請 者 さいたま市浦和区高砂３－１５－１
譲 受 人 （株）スズキ建設
合併存続法人 代表取締役 鈴木太郎

分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

申 請 者
譲 受 人
合併存続法人
分割承継法人

地方整備局長

北海道開発局長

知事

不要なものを消すこと

不要なものを消すこと

１ 欠格要件に該当した場合は許可を受けることができず、許可を受けた後においてもその許可

が取り消されます。
２ 法定代理人とは、制限行為能力者（未成年者等）が法律行為を行う場合に同意を得ることが
必要とされる法律上の代理権を有する者をさします。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑴　
（１）　下記の者は、建設業に関し、次のとおり第７条第１号イ　　⑵　　に掲げる経験を有することを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑶

平成27年1月から令和元年12月まで　満5年0月

埼玉県知事許可（般-○○）第2345号
建築工事業　平成○年○月○日許可

⑴
（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号イ ⑵ に該当する者であることに相違ありません。

⑶

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

さいたま市浦和区高砂3－15－1

◎【変　　更　　前】

備考
　常勤役員等の略歴については、別紙による。

日年生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月

4 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 3 3 年 0 4生 年 月 日

18

氏 名 ２ ０ 鈴 木 太 郎

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ス ズ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年許 可 番 号 １ ８

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

埼玉県　知事 届出者

証明者

の常勤の役員
本 人

の 支 配 人

令和　　3　年　　11 月　　1 日

常 勤 役 員 等（ 経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 等 ）証 明 書

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被
証明者との
関 係

備 考

令和　　3　年　　11　月　　1　日

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

不要なものを消す

代表取締役 経験した当時の役職名を記入

役員 証明者が法人の場合は「役員」

個人の場合は「本人」と記入

証明者が建設業許可業者
である場合に記入

証明者は、被証明者が在職していた法人の現
在の代表者、個人事業主

さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株) スズキ建設
代表取締役 鈴木太郎

不要なものを消す

さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株) スズキ建設
代表取締役 鈴木太郎

１～３のうち、該当するものを記入

「18」は「17」が2又

は3の場合に記入
表7  大臣・都道府県コード

不要なものを消す

右詰め 空欄は「0」で埋める

許可年月日が複数あるときは、最も古い許可の年月日を記入

登記（住民票）上の記載のとおり記入

この欄は、「申請又は届出の区分」が「2.変更」の場合に記入
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自　  平成22年     1月     1日

至　  　　  年      月      日

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　
令和  3  年　11  月　1　日 氏　名　 鈴木太郎 

　上記のとおり相違ありません。

罰

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　  平成21年     1月     1日
　鈴木組を設立し、個人事業主として土木・建築工事等を請け負う。

至　  平成21年    12月    31日

職
　土木・建築工事等を請け負う(株)スズキ建設を設立し、代表取締役に就任し現在に至る。

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

職 名  代表取締役（常勤）

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　  平成 7年     4月     1日
　田中建設(有)に入社し、現場作業、現場管理・監督に従事。

至　  平成20年    12月    31日

別紙 （用紙Ａ４）

現 住 所  さいたま市浦和区高砂3-15-1

常勤役員等の略歴書

氏 名  鈴木太郎 生 年 月 日 昭和33 年 4 月 24 日生

「職歴」は、現在に至るまでの主な職歴を記入し、特に建設業に関

する職歴はすべて記入

「従事した職務内容」は、職務内容及び職名を記入し、建設業に係

る経営経験が明らかになるよう具体的に記入

「賞罰」及び「賞罰の内容」については、建設業に係る行政処分及

び行政罰、その他の賞罰について記入

該当がない場合は、空欄に「なし」と記入

申請時の職名（常勤）を記入（代表取締役・取締役・事業主・支配人等）
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（１）　下記の者は、次のとおり第７条第１号ロ に掲げる経験を有することを証明します。

　　　　年　　　月から　　　　年　　　月まで　満　　　年　0月

埼玉県知事許可（般-○○）第2345号
建築工事業　平成○年○月○日許可

（２）　下記の者は、許可申請者 で第７条第１号ロ に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等の更新等】

さいたま市浦和区高砂3－15－1

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等の略歴については、別紙による。

様式第七号の二（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ２

備 考

令和　3  年　11　月　1　日

証明者

の常勤の役員
⑴
⑵

本 人
の 支 配 人

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
（第一面）

⑴
⑵

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被証
明者との関係

項 番 3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１ ７ 1

令和　3  年　11  月　1  日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者
埼玉県　知事 届出者

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

許 可 番 号 １ ８

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

月 日号 令和 年

記

3

氏名のフリガナ １ ９ ス ズ
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

18

氏 名 ２ ０ 鈴 木 次 郎

3 5 10 13 14 16

月 2 5 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 3 5 年 0 5生 年 月 日

18

氏 名 ２ １

3 5 10 13 14 16

月 日年生 年 月 日

さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株) スズキ建設
代表取締役 鈴木太郎

不要なものを消す

取締役
総務部長 経験した当時の役職名を記入

役員

証明者が法人の場合は「役員」
個人の場合は「本人」と記入

証明者が建設業許可業者
である場合に記入

証明者は、被証明者が在職していた法人の
現在の代表者、個人事業主

さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株) スズキ建設
代表取締役 鈴木太郎

不要なものを消す

不要なものを消す

「18」は「17」が2
又は3の場合に記入

表7  大臣・都道府県コード

不要なものを消す

右詰め 空欄は「0」で埋める

平成30 1 令和元 12 2

許可年月日が複数あるときは、最も古い許可の年月日を記入

この欄は、「申請又は届出の区分」が「2.変更」の場合に記入
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⑵
（３）　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の財務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

平成27年1月から令和元年12月まで　満5年0月

埼玉県知事許可（般-○○）第2345号
建築工事業　平成○年○月○日許可

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

さいたま市南区沼影2-4-7

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

日年生 年 月 日

18

氏 名 ２ ６

3 5 10 13 14 16

月

1 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

S 4 5 年 0 1生 年 月 日

18

氏 名 ２ ５ 佐 藤 一 夫

3 5 10 13 14 16

月 2

記

3

氏名のフリガナ ２ ４ サ ト
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月 日号 令和 年許 可 番 号 ２ ３

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ２ 1

埼玉県　知事 届出者

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被
証明者との
関 係

（用紙Ａ４）

（第二面）

令和　3  年　11  月　1  日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

さいたま市浦和区高砂3-15-1
(株) スズキ建設
代表取締役 鈴木太郎

総務部長 経験した当時の役職名を記入

不要なものを消す

従業員

１～３のうち、該当するものを記入

「23」は「22」が2
又は3の場合に記入

表7  大臣・都道府県コード

不要なものを消す

右詰め 空欄は「0」で埋める

許可年月日が複数あるときは、最も古い許可の年月日を記入

申請者（届出者）で5年以上の建設業の財務管
理の業務経験を有する者について作成。

この欄は、「申請又は届出の区分」が「2.変更」の場合に記入
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⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の労務管理の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

年　　　　月から　　　　　年　　　　月まで　満　　　　年　　　　月

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被
証明者との
関 係

（用紙Ａ４）

（第三面）

 令和　3  年 　11  月　 1  日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

２ ７

知事 届出者

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

許 可 番 号 ２ ３

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

月 日号 令和 年

記

3

氏名のフリガナ ２ ８
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

18

氏 名 ２ ９

3 5 10 13 14 16

月 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

年生 年 月 日

生 年 月 日

18

氏 名 ３ ０

3 5 10 13 14 16

月 日年

申請者（届出者）で5年以上の建設業

の労務管理の業務経験を有する者につ

いて作成。
記載の要領は第二面と同様。
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⑵
　　　　下記の者は、次のとおり５年以上の建設業の業務運営の業務経験を有し、上記の常勤役員等を直接に補佐する者として適切に配置するものである

ことに相違ありません。

殿

年　　　　月から　　　　　年　　　　月まで　満　　　　年　　　　月

許可年月日

◎【新規・変更後・常勤役員等を直接に補佐する者の更新等】

◎【変　　更　　前】

備考
　　常勤役員等を直接に補佐する者の略歴については、別紙による。

役 職 名 等

経 験 年 数

証明者と被
証明者との
関 係

（用紙Ａ４）

（第四面）

令和　3  年　 11   月   1  日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

備 考

3

申 請 又 は 届
出 の 区 分

３ １

知事 届出者

11 13 15

（１．新規　　　２．変更　　　３．常勤役員等を直接に補佐する者の更新等）

変 更
の 年 月 日 令和　　　年　　　月　　　日

大臣コード
知事

許 可 番 号 ２ ３

3 5 10

第
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

月 日号 令和 年

記

3

氏名のフリガナ ３ ２
元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

18

氏 名 ３ ３

3 5 10 13 14 16

月 日

住 所

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

年生 年 月 日

生 年 月 日

18

氏 名 ３ ４

3 5 10 13 14 16

月 日年

申請者（届出者）で5年以上の建

設業の業務運営の業務経験を有

する者について作成。
記載の要領は第二面と同様。
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自　  平成20年   4月   1日

至　  平成23年   3月  31日

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙二 （用紙Ａ４）

現 住 所 さいたま市南区沼影2-4-7

常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

氏 名 佐藤　一夫 生 年 月 日 昭和45 年 1 月 21 日生

職 名 総務部長（常勤）

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　  平成 4年   4月   1日
(株)スズキ建設に入社。総務部経理課に配属。契約、経理に係る事務に従事。

至　  平成14年   3月  31日

自　  平成14年   4月   1日
総務部人事課に配属。従業員の労働時間の管理等に係る事務に従事。

至　  平成20年   3月  31日

職
総務部企画課係長。中期経営計画の策定等に従事。

自　　平成23年 　4月　 1日
総務部人事課長。課の統括に従事。

至　　平成26年　12月　31日

自　　平成27年 　1月 　1日
総務部長。経理、人事、企画を所掌する総務部を統括。

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

歴 至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

罰

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

　
令和　3  年　　11   月　　1   日 氏　名　 佐藤一夫 

　上記のとおり相違ありません。

「職歴」は、現在に至るまでの主な職歴を記入し、当該業者における建

設業に関する職歴はすべて記入

「従事した職務内容」は、職務内容及び職名を記入し、建設業に係る財務

管理・労務管理・業務運営の業務経験が明らかになるよう具体的に記入

「賞罰」及び「賞罰の内容」については、建設業に係る行政処分及

び行政罰、その他の賞罰について記入

該当がない場合は、空欄に「なし」と記入

申請時の職名（常勤）を記入
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（注） 
1 保険加入義務のある営業所（適用事業所） 

  社会保険（健康保険・厚生年金保険）は、個人事業主で常時 5人以上の従業員を使用する営業所及び

法人の営業所が適用事業所に該当します。 

  雇用保険は、労働者を１人でも雇用する営業所が適用事業所に該当します。 

2 支店等が小規模な営業所であるため、人事管理部門がある本店ですべての保険加入の手続きを行って

いる場合（一括適用の承認や継続事業の一括の認可に係る営業所を除く）は、当該小規模な営業所につ

いて、「保険加入の有無」のすべての欄に「1」と記入し、「事業所整理記号等」の欄には本店に記入し

た内容と同一の内容を記入してください。 

3 建設国保（埼玉県建設国民健康保険組合、埼玉土建国民健康保険組合等）に加入している場合 

  個人事業主で常時 5 人以上の労働者を使用する営業所又は法人の営業所であっても、健康保険の被保

険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて建設国保に加入している場合は、適用除外となり

ます（「保険加入の有無」の「健康保険」の欄には「2」と記入）。 

殿

許可年月日

（営業所毎の保険加入の有無）

合計 　　23人
（　 　3人）

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

厚生年金保険

雇用保険

　　　　人
（　　　　　人）

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

健康保険

厚生年金保険

雇用保険

本店一括

厚生年金保険 本店一括

雇用保険 本店一括

　　　　人
（　　　　　人）

戸田営業所 　　 8人
（　 　0人）

3 3 3

健康保険

※1健康保険 〇〇〇　　〇〇〇

※2厚生年金保険 〇〇〇　　〇〇〇

※3雇用保険 〇〇〇　　〇〇〇

厚生年金保険 雇用保険

本社 　　15人
（　 　3人）

1 1 1

日
埼玉県　知事 特

営業所の名称 従業員数
保険の加入状況

事業所整理記号等
健康保険

年 月号 令和）第

埼玉県　知事 届出者 代表取締役　鈴木太郎

許 可 番 号
 国土交通大臣

許可 （
般

－

令和　3  年　11　月　1　日

 地方整備局長 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
 北海道開発局長 申請者 (株)スズキ建設

様式第七号の三（第三条、第七条の二関係） （用紙Ａ４）

○ 健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

許可がある場合に記入

法人にあってはその役員、個人にあってはその
事業主を含め、すべての常用の従業員数(建設業
以外に従事する者を含む) 

上記人数のうち常勤役員又は個人事業主（同居の親
族である従業員を含む）の人数をカッコ内に記入

※1 健康保険 事業所整理記号及び事業所番号を記入
※2 厚生年金保険 事業所整理記号及び事業所番号を記入
協会けんぽの場合で、健康保険と厚生年金に共に加入しているときは、「健康保
険」・「厚生年金保険」の欄に同一の記号・番号を記入
健康保険組合に加入している場合は、「健康保険」の欄には組合名を記入（例 ○○
健康保険組合）
※3 雇用保険 労働保険番号を記入

加 入 「1」
適用除外「2」
一括適用「3」

◎ すべての申請時に必要

許可年月日が複数あるときは、最も古い許可の年月日を記入該当しないものを消す

・ 営業所が継続事業の一括の認可を受けている場合は「３」
（「事業所整理記号等」欄は「本店（〇〇営業所）一括」と記入）

・ 健康保険について、国民健康保険組合に加入の場合は「２」
（「事業所整理記号等」欄は国民健康保険組合名を記入）

・従業員4人以下の個人事業主、役員のみで労働者がいない等、加入
義務がない（加入できる者がいない）場合は「２」
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（２）　下記のとおり、営業所技術者等の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種３．営業所技術４．営業所技術者等の交５．営業所技術者等が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

営業所技術者等
の 住 所 　　川口市西青木2－13－1 営業所の名称 　　戸田営業所（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

3 8有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

現在担当してい
る建設工事の種

25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9 7

3 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電

2 6 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 4 0 年 0 6

具 水 消 清 解

10

管 タ 鋼 筋

月

園 井

15 18 20

氏 名 ６ ３ キ

営業所技術者等
の 住 所    さいたま市浦和区高砂3-15-1

営業所の名称 　　本社（新所属）

項 番 フリガナ 　　　　キダ　サブロウ
3 5

生年月日ダ 木 田 三 郎

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 0 2

８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

現在担当してい
る建設工事の種

25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 4

屋 電
3 5 10 15 20

内

2 4 日

土 建 大 左 と 石

Ｓ 3 3 年 0 4

具 水 消 清 解

10

管 タ 鋼 筋

月

園 井

15 18

通舗しゆ板 ガ 塗 防 機 絶

20

氏 名 ６ ３ ス

営業所技術者等
の 住 所    さいたま市南区沼影2－4－7 営業所の名称 　　本社（ 新 所 属 ）

項 番 フリガナ 　　　　スズキ　タロウ
3 5

生年月日ズ 鈴 木 太 郎

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

設 工 事 の 種 類

現在担当してい
る建設工事の種

25 30

今後担当する建
６ ４ 9 9

3 5 10 15 20

内 機 絶土 建 大 左 と 石 舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋 具 水 消園 井

2 日生年月日Ｈ 0 2 年

清 解通

宏
20

氏 名 ６ ３ ヤ マ 山 本 0 3 月 0

記

項 番 フリガナ 　　　　ヤマモト　ヒロシ
3 5 10 15 18

0 日
 特

号 令和 年 00 9 9 9 9 9許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 1 1 4 月 3埼玉県　知事
 国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

 北海道開発局長 申請者 　(株)スズキ建設
埼玉県 知事 届出者 　代表取締役　鈴木太郎　　　  　　　　　

○  営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する営業所技術者等を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　3  年　11  月　1  日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

 地方整備局長 　〒 336-9301  さいたま市浦和区高砂3-15-1

上段は一般建設業、下段は特定建設業 該当しないものを消す

「62」は許可が
ある場合に記入

右詰め 空欄は「0」で埋める

表9 資格コード番号

(営業所技術者等）

表4 営業所技術者等の

資格一覧表（資格・免

許及びコード番号）

表9 資格コード番号

(営業所技術者等）

新規許可申請の場合

不要なものを消す

許可年月日が複数あるときは、最も古い許可の年月日を記入

登記（住民票）上の記載のとおり記入
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○ 営業所技術者等の要件について 

  許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、「表 2 営業所技術者等の要件」の要件を満

たす専任の技術者をおくことが必要です。以下の各表で要件、学歴、資格について御確認ください。 

 ・ 「表 2 営業所技術者等の要件」 

 ・ 「表 3 営業所技術者等の学歴(指定学科)」 

 ・ 「表 4 営業所技術者等の資格一覧表（資格・免許及びコード番号）」 

 

○ 電気工事又は消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定により無資格者の実務経験

は原則として認められません。 

 

○ 営業所技術者等の確認書類                           「○」：必要 

レ 様式番号 書 類 摘 要 
確認

資料 

 
□  

 

第 8 号 

 

営業所技術者等証明書（新

規・変更） 

実務経験等で営業所技術者等になる場合は、第 9 号（実

務経験証明書）を併せて作成 
 

資格のみで営業所技術者等になる場合は、資格証明書等

の写しを提出 
○ 

 

□ 

 

第 9 号 

 

実務経験証明書               

実務経験のみ（確認資料を提示） 

学歴（資格）＋実務経験（学歴（資格）別（確認資料を提

示）） 

学歴（資格）については、卒業証明書（原本）又は卒業証

書（資格証明書等）の写しを提出 

 

○ 

 

 
○ 表 9 資格コード番号（営業所技術者等） 

 
技術者の要件 

建設工事の種類 

（項番 64） 

有資格区分 

（項番 65） 

 

一

般 

建

設

業 

学歴（高校又は大学卒業）＋実務経験 1 01 

実務経験 10 年以上 4 02 

資格等 7 

「表 4 営業所技術者等の資格一覧表（資

格・免許及びコード番号）」で○、◎、

★又は■の資格 

①学歴（専門学校卒業）＋実務経験 

②実務経験の振替 
7 99 

 

特

定 

建

設

業 

資格 9 
「表 4 営業所技術者等の資格一覧表（資

格・免許及びコード番号）」で◎の資格 

※学歴＋実務経験＋指導監督的実務経験 2 01 

※実務経験＋指導監督的実務経験 5 02 

※資格等＋指導監督的実務経験 8 
「表 4 営業所技術者等の資格一覧表（資

格・免許及びコード番号）」で○、★又

は■の資格 

大臣認定（指定建設業） 3 03 

※大臣認定（指定建設業以外） 6 04 

（注）※指定建設業（土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園）の営業所技術者等にはなれません。 

94



様式第九号（第三条関係）

下記の者は、 工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

埼玉県知事許可（般-○○）第1234号
　北本市東間3－143
　田中建設(有)
　取締役　田中栄次

建築工事業　平成○年○月○日許可

証 明 者

（用紙Ａ４）

○  実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

建築一式

令和 　3  年　11  月　1  日

現場作業員 　　山本邸改築工事　他 平成10年1月から平成10年12月まで

被証明者との関
係 　　社員

記

技 術 者 の 氏 名 　　鈴木太郎 生年月日 ,昭和33年4月24日
使用された
期 間

平成 7 年 4 月から

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称 　　田中建設(有) 平成 20年 12月まで

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実　 務　 経　 験　 年　 数

〃 　　中野邸増築工事　他 平成11年1月から平成11年12月まで

〃 　　川野邸増・改築工事　他 平成12年1月から平成12年12月まで

工事主任 　　山田邸新築工事　他 平成13年1月から平成13年12月まで

〃 　　大山邸新築工事　他 平成14年1月から平成14年12月まで

〃 　　木村邸新築工事　他 平成15年1月から平成15年12月まで

工事係長 　　野中邸新築工事　他 平成16年1月から平成16年12月まで

〃 　　高木邸新築工事　他 平成17年1月から平成17年12月まで

〃 　　市川ビル改築工事　他 平成18年1月から平成18年12月まで

工事課長 　　岡野ビル改築工事　他 平成19年1月から平成19年12月まで

〃 　　仲町自治会館新築工事　他 平成20年1月から平成20年12月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

使用者の証明を得ること
が

できない場合はその理由
合計　　満　11年　0月

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

証明者は、被証明者が在職していた法人の現在の代表者、個人事業主

許可を受けようとする建設
業の建設工事の種類を記入

証明者が建設業許可業者である場合は記入

職名を具体的に記入

実務経験年数
は重複しない
こと

実務経験年数の合計を記入

証明者の立場から
みた被証明者との
関係
（例）役員

社員

実務経験をした当時の商号又は名称を記入
個人の場合は個人名（ただし、屋号を登記してい
る場合は屋号）を記入

理由を簡潔に記載の上、使用者が証
明できない場合の確認資料を提出
（提示）

1年分を1行に
まとめること

使用者は、被証明者が在職していた法人の現
在の代表者、個人事業主

通算して10年以上
の工事実績を要す
る
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○ 実務経験 

 「表１ 建設工事の種類別の内容と例示」の建設工事のうち、許可を受けようとする建設業に係る建

設工事に関する技術上の経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際

に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの技術を修得するためにした見習中の技術

的経験も含まれます。 
 この実務経験は請負人の立場における経験に限られませんから、建設工事の注文者側において設計に

従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験もこれに含まれますが、工事現場の単なる雑務や事

務に関する経験は含まれません。 
 
○ 実務経験年数が重複している場合 

 実務経験年数は二重に計算することができません。 
 例えば、10 年間土木一式工事と建築一式工事の両方に従事していた場合に、同時期の実務経験は土木

一式の実務経験 10年と建築一式工事の実務経験 10年として計算することはできません。両方の営業所

技術者等となるためには、それぞれ 10年間の実務経験が必要となります。 

 

○ 実務経験年数の重複が認められる建設工事の種類 

 平成 28 年 5月 31 日までの解体工事ととび・土工・コンクリート工事に係る実務経験については、平

成 28年 5月 31 日までの解体工事に係る実務経験ととび土工・コンクリート工事に係る実務経験が重複

している場合は、それぞれの建設工事に係る実務経験として計算することができます。この場合は、そ

れぞれの建設工事の実務経験証明書を作成して、それぞれの建設工事に従事したことを証明することを

要します。 

 

○ 実務経験の振替ができる建設工事の種類 

 ・ 一式工事から専門工事への実務経験の振替 
土木一式工事 → とび・土工・コンクリート工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事 
建築一式工事 → 大工工事、屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、解体工事 

（注） 
  矢印（→）の方向に向かってのみ振替可、右枠内の建設工事間の振替は不可 
 
 ・ 専門工事間での実務経験の振替 

大工工事 ⇔ 内装仕上工事 
とび・土工・コンクリート工事 ⇔ 解体工事 

 
○ 振替をした場合の実務経験年数 

  営業所技術者等になろうとする建設工事の種類での実務経験と振替可能な建設工事での実務経験を、

あわせて 12 年以上（営業所技術者等となろうとする建設工事の種類については、8年を超える実務経験

が必要）有していれば、営業所技術者等となる要件を満たします。 

 ・ 一式工事から専門工事への実務経験の振替→最大 2年の期間短縮 

0                      8          12             18      20 

とび・土工・ 

コンクリート工事 
土木一式工事 土木一式工事 

 

8 年超 4 年 6 年  

 とび・土工工事業の営業所技術者等になろうとする場合、とび・土工・コンクリート工事の実務経験

（8 年超）と土木一式工事の実務経験（4 年）をあわせて 12 年以上となれば、とび・土工工事業の営業

所技術者等となる要件を満たします。また、土木一式工事の実務経験が 10 年（4 年＋6 年）あるので、
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土木工事業の営業所技術者等となる要件も満たします。 

 

 ・ 専門工事間での実務経験の振替→最大 4年の期間短縮 

0          4           8          12          16         20 

大工工事 
内装仕上

工  事 

内装仕上

工  事 

 

8 年超 4 年 4 年超  

 大工工事業の営業所技術者等になろうとする場合、大工工事の実務経験（8 年超）と内装仕上工事の

実務経験（4年）をあわせて 12年以上となれば、大工工事業の営業所技術者等となる要件を満たします。

また、内装仕上工事の実務経験（8 年超）と大工工事の実務経験（4年）をあわせて 12年以上となれば、

内装仕上工事業の営業所技術者等となる要件も満たします。 

 

○ 実務経験を振り替えた場合の営業所技術者等証明書への記入方法 

 今後担当する建設工事の種類「64」には「7」、有資格区分「65」には「99」と記入してください。 
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（注） 

1 「使用人数」には、法人の場合は代表権を有する役員を含む取締役、理事（非常勤を除く）等の人数を記

入し、個人の場合は事業主を含めた人数を記入してください。また、アルバイト、パート等の臨時的な職員 

記載要領 
1 この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明

者別に作成し、請負代金の額が4,500万円以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあっては3,000

万円以上のもの、昭和 59 年 10 月１日前の建設工事にあっては 1,500 万円以上のもの）１件ごとに記載する

こと。 

2 「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。 

3 「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。 

4 「合計 満 年 月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様式第十号（第十三条関係）
（用紙Ａ４）

工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

使用者の証明を得ること
ができない場合はその理

由

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

合計　　　満　　　　年　　　　月

千円

千円

　　　　年　　　月まで

請負代金の額

○  指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

記

実　務　経　験　の　内　容

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

発 注 者 名

　　　　年　　　月から

証 明 者

千円

生 年 月 日

実　 務 　経　 験　 年　 数

　　年　　月から　　年　　月まで

職　　　　名

期 間

令和　3  年　11  月　1  日

下記の者は、

技 術 者 の 氏 名 使用された

被証明者との関係

・この証明書が必要とされる技術者は、特定建設業の許可を受けようとする者

の技術者で法第15条第2号のロ（表2 営業所技術者等の要件 ⑦）に該当する者
です。
・「実務経験年数」の欄には「実務経験の内容」の欄に記入した建設工事に係

る実務経験期間を記入し、それらの実務経験期間を合計して「合計」欄に記入
してください。合計月数が24か月以上になることが必要です。経験期間は重複
しているものは認められません。
・営業所技術者等の実務経験の確認資料の提示が必要です。
・この実務経験証明書の作成にあたっては、「○ 実務経験証明書」の例に準じ
てください。
・この要件で営業所技術者等になることを希望する場合には事前にご相談くだ
さい。

該当がない場合は不要

（用紙Ａ４）

○ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

様式第十一号（第四条関係）

氏
フリ

名
ガナ

営業所の名称 職　　　　　名

令和  3  年　11  月  1  日

戸田営業所長戸田営業所
　ｻﾌﾞﾛｳ
　三郎

キダ
木田

・建設業法施行令第３条に規定する使用人（支配人を含む）について記入してください。

・当該営業所に常勤する者であるため、他の営業所との兼務はできません。

「職名」は、申請者が個人事業主で支配人を置く場合はその職名を「支配人」と記入

主たる営業所以外の営業所を置く場合は、その営業所の代表者の職名を「○○支店長」、「○○営業所長」等と

記入

該当がない場合は不要
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記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄及び確認欄への記載を要しない。

法定代理人の役員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙又は様式第７号の２別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

１ 「 法 人 の 役 員 等

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

 

　上記のとおり相違ありません。

　
令和  3  年　　11  月　1  日 氏　名　  　鈴木二郎

罰

役 名 等  取締役（常勤）

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

住 所  さいたま市浦和区高砂3－15－1

氏 名  鈴木二郎 生 年 月 日 昭和36 年 5 月 25 日生

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

○ 許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
 本  人

 法  定  代  理  人

 法  定  代  理  人  の  役  員  等

「賞罰」及び「賞罰の内容」については、建設業に係る行政処分及び行

政罰、その他の賞罰について記入
該当がない場合は、空欄に「なし」と記入

申請者が法人の場合

常勤役員等の略歴書を作成した者については不要

常勤・非常勤の別を記入

該当しないものを消す

 
記載要領

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

様式第十三号（第四条関係）

住 所

氏 名

 川口市西青木2－13－1

生 年 月 日 昭和40 年 6 月 26 日生 木田三郎

（用紙Ａ４）

令和　3  年　　11  月　　1  日 氏　名　

営 業 所 名  戸田営業所

○ 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

職 名  戸田営業所長

　上記のとおり相違ありません。

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　

罰

 木田三郎

役員を兼ねている者については不要

「賞罰」及び「賞罰の内容」については、建設業に係る行政処分及び

行政罰、その他の賞罰について記入

該当がない場合は、空欄に「なし」と記入
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（注） 
  個人の株主（出資者）については、「役員等の一覧表（別紙一）」及び「許可申請者の住所・生年月日

等に関する調査（様式第十二号）」への記入が必要となります。 
 
 
 

 
 
 
 

記載要領

3

賞
罰

　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休
止、営業の再開等を記載すること。

　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

平成22年1月1日

平成25年4月1日 戸田営業所を設置

年　　　　月　　　　日　

平成30年4月1日

（用紙Ａ４）

○　営　　業　　の　　沿　　革

創業（鈴木組）

建
設
業
の
登

録
及
び
許
可

の
状
況

1

2

平成21年1月1日

様式第二十号（第四条関係）

(有)スズキ建設を設立（資本金500万円）

××から△△へ本店移転

令和 2年4月1日 （有）スズキ建設から（株）スズキ建設へ商号変更

令和 4年4月1日 500万円から1,000万円へ資本金の変更

創
業
以
後
の
沿
革

登録や許可（更新を除く）を受けている場合に記入

「賞罰」及び「賞罰の内容」については、建設業に係る行政処分及び行政罰、

その他の賞罰について記入
該当がない場合は、空欄に「なし」と記入

 

記載要領

1,500株

鈴木二郎

佐藤一郎 行田市長野943 1,000株

500株

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者に
ついて記載すること。

（用紙Ａ４）

○　株主（出資者）調書

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

1,000株

鈴木太郎

様式第十四号（第四条関係）

北本市東間3－143

さいたま市浦和区高砂3－15－1

田中建設(有)

さいたま市浦和区高砂3－15－1

株数、出資の価額を両方記入するときは、株数を上段、出資の価額を下段に記入

申請者が個人の場合は不要
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記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

一般社団法人　埼玉○○業協会 平成21年4月1日

○　所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

該当がない場合は、空欄に「該当なし」と記入

記載要領

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

そ の 他 の 金 融 機 関

○○銀行○○支店 ○○信用金庫○○支店

△△銀行△△支店 △△信用金庫△△支店

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合
政 府 関 係 金 融 機 関

普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

○　主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫
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○ （法人）貸借対照表                                     （建設業法で定める様式で作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）

「 消 費 税 抜 」

（ 会 社 名 ）

様 式十五 号

様 式十六 号

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

完 成 工 事 原 価 報 告 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

注 記 表

附 属 明 細 表

　

様 式十七 号

様 式十七 号の二

様 式十七 号の三

（ 法 　 人 　 用 ）

事 業 年 度
自　 令和　 　年　 　月　 　日

至　 令和　 　年　 　月　 　日

財 　 務 　 諸 　 表

 

様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

令和　　年　　月　　日 現在

Ⅰ　 流　動　資　産 千円

現金預金

受取手形

完成工事未収入金

有価証券

未成工事支出金

材料貯蔵品

短期貸付金

前払費用

その他

　貸倒引当金　　 △

　　流動資産合計

Ⅱ　　固　定　資　産

　(1) 有形固定資産

建物・構築物

　減価償却累計額　 △

機械・運搬具

　減価償却累計額 △

工具器具・備品

　減価償却累計額 △

土　地

リース資産

　減価償却累計額 △

建設仮勘定

その他

  減価償却累計額 △

    有形固定資産合計

　(2) 無形固定資産

特許権

借地権

のれん

（会社名）

資　産　の　部

 

リース資産

その他

  無形固定資産合計

　(3) 投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式・関係会社出資金

長期貸付金

破産更生債権等

長期前払費用

繰延税金資産

その他

　貸倒引当金　 △

　投資その他の資産合計

　　固定資産合計

Ⅲ　繰　延　資　産

創立費

開業費

株式交付費

社債発行費

開発費

　　繰延資産合計

　　　資産合計

負　債　の　部

Ⅰ　流　動　負　債

支払手形

工事未払金

短期借入金

リース債務

未払金

未払費用

未払法人税等

未成工事受入金

預り金

前受収益

　　　　　引当金

その他

　　流動負債合計

 

Ⅱ　固　定　負　債

社債

長期借入金

リース債務

繰延税金負債

　　　　　引当金

負ののれん

その他

　　固定負債合計

　　　負債合計

純　　資　　産　　の　　部

Ⅰ　株　主　資　本

(1) 資本金

(2) 新株式申込証拠金

(3) 資本剰余金

　　　資本準備金

　　　その他資本剰余金

　　　  資本剰余金合計

(4) 利益剰余金

利益準備金　　　

その他利益剰余金

　　　　　準備金

　　　　　積立金

繰越利益剰余金

利益剰余金合計

(5) 自己株式　　 △

(6) 自己株式申込証拠金

          株主資本合計

Ⅱ　評価・換算差額等

(1) その他有価証券評価差額金

(2) 繰延ヘッジ損益

(3) 土地再評価差額金

　　      評価・換算差額等合計

Ⅲ　新株予約権

　　　純資産合計

　　　負債純資産合計

設定目的を付し

た科目名を記入 

・単位は千円。様式第十五・第十六・第十七は、会社法第 2 条第 6 号に規定する大会社（資本金の額が 5 億円以上、

又は負債の合計額が 200 億円以上の株式会社）にあっては百万円単位をもって表示できます。この場合、「単位：千円」

とあるのは「単位：百万円」として記入してください（切捨てのほか、四捨五入及び切上げを認める。）。 

「消費税抜」、「消費税込」の別を記入 

一致する 
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○ 損益計算書・完成工事原価報告書 ○ 株主資本等変動計算書   （建設業法で定める様式で作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第十六号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

損　益　計　算　書
自　令和　　年　　月　　日

至　令和　　年　　月　　日

（会社名）

Ⅰ　売　上　高 千円

完成工事高

兼業事業売上高

Ⅱ　売　上　原　価 千円

完成工事原価

兼業事業売上原価

売上総利益（売上総損失）

完成工事総利益（完成工事総損失）

兼業事業総利益（兼業事業総損失）

Ⅲ　販売費及び一般管理費 千円

役員報酬

従業員給料手当

退職金

法定福利費

福利厚生費

修繕維持費

事務用品費

通信交通費

動力用水光熱費

調査研究費

広告宣伝費

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

交際費

寄付金

地代家賃  

減価償却費 千円

開発費償却

租税公課

保険料

雑　費

営業利益（営業損失）

Ⅳ　営 業 外 収 益

受取利息及び配当金

その他

Ⅴ　営 業 外 費 用

支払利息

貸倒引当金繰入額

貸倒損失

その他

経常利益（経常損失）

Ⅵ　特　別　利　益

前期損益修正益

その他

Ⅶ　特　別　損　失

前期損益修正損

その他

税引前当期純利益（税引前当期純損失）

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益（当期純損失）

 

（会社名）

千円

Ⅰ　材　料　費

Ⅱ　労　務　費

（うち労務外注費 ）

Ⅲ　外　注　費

Ⅳ　経　　　費

（うち人件費 ）

完成工事原価

自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

完 成 工 事 原 価 報 告 書

 

・現場で作業する常勤の社員・従業員の給料手当等を記

入してください。使用人数（様式第 4 号）に記入した技

術関係使用人の数に見合うだけの給料等が計上されて

いることが必要です（ただし、役員分は除く）。 
・Ⅱ労務費及び損益計算書の「Ⅲ販売費及び一般管理費」

の従業員給料手当とは区別して計上してください。 

設
定

目
的

を
付

し

た
科

目
名

を
記

入
 

直前 3 年の各事業年度における 
工事施工金額の合計と一致する 

一致する 

一致する 

臨時的な作業員（アルバイト）等の賃金 

現場でかかった費用をすべて記入

（工事実績がある場合は必ず計上） 

貸
借

対
照

表
の

「
純

資
産

の
部

」
と

一
致
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　　　様式第15号 貸　借　対　照　表

　　　様式第16号 損　益　計　算　書

完成工事原価報告書

　　　様式第17号 株主資本等変動計算書

　　　様式第17号の2 注　　　記　　　表

　　（様式第17号の3 附　属　明　細　書）

  自　  令和　　年　　月　　日

事 業 年 度

  至　  令和　　年　　月　　日

   （会社名）

（法 人 用）

財　　　務　　　諸　　　表

決算期を記入

　　　

「消費税抜」、「消費税込」の別を記入

○ 決算書等を参考に記入してください。

○ 当てはまらない科目がありましたら、使わない科目・余白等を利用して書き込んでください。
○ 千円単位をもって記入してください。ただし、会社法（平成17年法律第86号）第2条第6号に規
定する大会社にあっては、百万円単位をもって記入しても構いません。その際には、単位の「千
円」を「百万円」と直して記入してください。
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様式第十五号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

　

（会社名）　

資　　産　　の　　部

Ⅰ　流　動　資　産 千円

現金預金 19,138 ①

受取手形 2,130 ②

完成工事未収入金 2,246 ③

有価証券 1,202 ④

未成工事支出金 9,231 ⑤

材料貯蔵品 ⑥

短期貸付金 ⑦

前払費用 328 ⑧

その他 ⑨

貸倒引当金 △ ⑩

流動資産合計 34,275 a

　　a=①～⑨の合計－⑩

Ⅱ　固　定　資　産

(１)有形固定資産

建物・構築物 10,121 ① ③＝①－②

減価償却累計額 △ 2,115 ② 8,006 ③

機械・運搬具 4,125 ④ ⑥＝④－⑤

減価償却累計額 △ 726 ⑤ 3,399 ⑥

工具器具・備品 421 ⑦ ⑨＝⑦－⑧

減価償却累計額 △ 182 ⑧ 239 ⑨

土　地 15,951 ⑩

リース資産

減価償却累計額

建設仮勘定 ⑪

その他 301 ⑫ ⑭＝⑫－⑬

減価償却累計額 △ 103 ⑬ 198 ⑭

有形固定資産計 27,793 ｂ

ｂ＝③＋⑥＋⑨＋⑩＋⑪＋⑭

令和　　年　　月　　日　現在

貸　借　対　照　表
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(２)無形固定資産

特許権 ①

借地権 ②

のれん ③

リース資産

その他 820 ④

無形固定資産計 820 ｃ

ｃ＝①～④の合計

(３)投資その他の資産

投資有価証券 ①

関係会社株式・関係会社出資金 ②

長期貸付金 ③

破産更正債権等 ④

長期前払費用 2,391 ⑤

繰延税金資産 ⑥

その他 1,626 ⑦

貸倒引当金 △ ⑧

投資その他の資産合計 　　　ｄ＝①～⑦の合計－⑧ 4,017 ｄ

固定資産合計 32,630 ｅ

ｅ＝ｂ＋ｃ＋ｄ

Ⅲ　繰　延　資　産

創立費 ①

開業費 ②

株式交付費 ③

社債発行費 ④

開発費 ⑤

繰延資産合計 　　　　　ｆ＝①～⑤の合計 0 ｆ

資産合計 66,905 ｇ

ｇ＝ａ＋ｅ＋f

負債純資産合計と同じ
（ｇ＝ｘ）
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Ⅰ　流　動　負　債 千円

支払手形 ①

工事未払金 2,431 ②

短期借入金 16,518 ③

リース債務 ④

未払金 3,162 ⑤

未払費用 312 ⑥

未払法人税等 ⑦

未成工事受入金 10,231 ⑧

預り金 912 ⑨

前受収益 ⑩

引当金 ⑪

その他 ⑫

流動負債合計 33,566 ｈ

ｈ＝①～⑫の合計

Ⅱ　固　定　負　債

社債 ①

長期借入金 ②

リース債務 ③

繰延税金負債 13,241 ④

引当金 ⑤

負ののれん 1,210 ⑥

その他 ⑦

固定負債合計 　　　　　ｉ＝①～⑦の合計 14,451 ｉ

負債合計 48,017 ｊ

ｊ＝ｈ＋ｉ

負　　債　　の　　部
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千円

Ⅰ　株 主 資 本

（１）資本金 10,000 ｋ

（２）新株式申込証拠金 ｌ

（３）資本剰余金

資本準備金 ①

その他資本剰余金 ②

資本剰余金合計 0 ｍ

（４）利益剰余金 ｍ＝①＋②

利益準備金 800 ①

その他利益剰余金

準備金 ②

積立金 ③

繰越利益剰余金 8,088 ④

利益剰余金合計 　　　　　ｎ＝①～④の合計 8,888 ｎ

（５）自己株式 △ ｏ

（６）自己株式申込証拠金 ｐ

株主資本合計 18,888 ｑ

ｑ＝ｋ＋ｌ＋ｍ＋ｎ－ｏ＋ｐ

Ⅱ　評価・換算差額等

（１）その他有価証券評価差額金 ｒ

（２）繰延ヘッジ損益 ｓ

（３）土地再評価差額金 ｔ

評価・換算差額等合計 　　　　　　ｕ＝ｒ＋ｓ＋ｔ 0 ｕ

Ⅲ　新株予約権 ｖ

純資産合計 　　　　　　ｗ＝ｑ＋ｕ＋ｖ 18,888 ｗ

負債純資産合計 66,905 ｘ

ｘ＝ｊ＋ｗ

資産合計と同じ
（ｘ＝ｇ）

純　　資　　産　　の　　部

108



109



110



様式第十六号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

損　益　計　算　書
自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

（会社名）

Ⅰ　売　上　高 千円

完成工事高 56,230 Ａ

兼業事業売上高 16,291 Ｂ 72,521 Ｃ

Ｃ＝Ａ＋Ｂ

Ⅱ　売　上　原　価 千円

完成工事原価 30,676 Ｄ

兼業事業売上原価 9,156 Ｅ 39,832 Ｆ

売上総利益（売上総損失） Ｇ＝Ａ－Ｄ Ｆ＝Ｄ＋Ｅ

完成工事総利益（完成工事総損失） 25,554 Ｇ

兼業事業総利益（兼業事業総損失） 7,135 Ｈ 32,689 Ｉ

Ｈ＝Ｂ－Ｅ Ｉ＝Ｃ－Ｆ

Ⅲ　販売費及び一般管理費 千円

役員報酬 16,200 ①

従業員給料手当 3,600 ②

退職金 ③

法定福利費 1,168 ④

福利厚生費 815 ⑤

修繕維持費 171 ⑥

事務用品費 82 ⑦

通信交通費 503 ⑧

動力用水光熱費 467 ⑨

調査研究費 ⑩

広告宣伝費 423 ⑪

貸倒引当金繰入額 ⑫

貸倒損失 ⑬

交際費 1,502 ⑭

寄付金 ⑮

地代家賃 1,506 ⑯

直前3年の各事業年度における工事施
工金額（様式第3号）の合計と一致する

111



減価償却費 ⑰

開発費償却 ⑱

租税公課 1,821 ⑲

保険料 1,231 ⑳ Ｊ＝①～21の合計

雑　費 1,826 21 31,315 Ｊ

営業利益（営業損失） 1,374 Ｋ

Ｋ＝Ｉ－Ｊ

Ⅳ　営 業 外 収 益

受取利息及び配当金 131 ① Ｌ＝①＋②

その他 568 ② 699 Ｌ

Ⅴ　営 業 外 費 用

支払利息 31 ①

貸倒引当金繰入額 ②

貸倒損失 ③ Ｍ＝①～④の合計

その他 29 ④ 60 Ｍ

経常利益（経常損失） 2,013 Ｎ

Ｎ＝Ｋ＋Ｌ－Ｍ

Ⅵ　特　別　利　益

前期損益修正益 24 ① Ｏ＝①＋②

その他 ② 24 Ｏ

Ⅶ　特　別　損　失

前期損益修正損 ① Ｐ＝①＋②

その他 ② Ｐ

税引前当期純利益（税引前当期純損失） 2,037 Ｑ

法人税、住民税及び事業税 70 Ｒ＝①±②

法人税等調整額 70 Ｒ

当期純利益（当期純損失） 1,967 Ｓ

雑費に関する費用で「販売費及び一
般管理費」の総額の１／１０を超え
るものについては、それぞれ当該費
用を明示する科目を用いて記入、雑
費には計上しない
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（会社名）

千円

Ⅰ　材　料　費 10,296 Ａ

Ⅱ　労　務　費 2,950 Ｂ

（うち労務外注費 ）

Ⅲ　外　注　費 8,212 Ｃ

Ⅳ　経　　　費 9,218 Ｄ

（うち人件費 6,512 ）

完成工事原価 Ｅ 30,676

Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

損益計算書の完成工事原価と同じ
（Ｅ＝Ｄ）

・現場で作業する常勤の社員・従業員の給料手
当等を記入してください。使用人数（様式第4
号）に記入した技術関係使用人の数に見合うだ
けの給料等が計上されていることが必要です
（ただし、役員分は除く）。
・Ⅱの労務費及び損益計算書の「Ⅲ販売費及び
一般管理費」の従業員給料手当とは区別して計
上してください。

自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

完 成 工 事 原 価 報 告 書

臨時的な作業員（アルバイト）等の賃金

現場でかかった費用をすべて記入
（工事実績がある場合は必ず計上）
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様式第十七号の二 （第四条、第十条、第十九条の四関係）　　　　　　　　　　

（会社名）

注

　１　 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 該当なし

　２　 重要な会計方針

　　(1)  資産の評価基準及び評価方法 棚卸資産は最終仕入原価法によっている。

　　(2)　固定資産の減価償却の方法 法人税法の規定による定率法によっている。

　　(3)　引当金の計上基準 該当なし

　　(4)　収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上は工事完成基準によっている。

　　(5)　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式によっている。

　　(6)　その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本とな

       る重要な事項 該当なし

　３　 会計方針の変更 該当なし

　４　 表示方法の変更 該当なし

　４－２　 会計上の見積もり 該当なし

　５　 会計上の見積りの変更 該当なし

　６　 誤謬の訂正 該当なし

　７　 貸借対照表関係

　　(1)　担保に供している資産及び担保付債務

　　　 ①  担保に供している資産の内容及びその金額 該当なし

　　 　②  担保に係る債務の金額 該当なし

　　(2)　保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

　　　　　受取手形割引高　　　　　　　　　　　千円０千円

　　　　　裏書手形譲渡高　　　　　　　　　　　千円０千円

　　(3)　関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

該当なし

　　(4)　取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭

　　　 債権及び金銭債務 該当なし

　　(5)　親会社株式の各表示区分別の金額 該当なし

　　(6)　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額 該当なし

　８　 損益計算書関係

　　(1)　工事進行基準による完成工事高 該当なし

　　(2)　売上高のうち関係会社に対する部分 該当なし

　　(3)　売上原価のうち関係会社からの仕入高 該当なし

　　(4)　売上原価のうち工事損失引当金繰入額 該当なし

　　(5)　関係会社との営業取引以外の取引高 該当なし

　　(6)　研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。） 該当なし

○　　注　　　　記　　　　表

自　令和  年  月  日

至　令和  年  月  日
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　９　 株主資本等変動計算書関係

　　(1)　事業年度末日における発行済株式の種類及び数 普通株式　２０，０００株

　　(2)　事業年度末日における自己株式の種類及び数 該当なし

　　(3)　剰余金の配当 該当なし

　　(4)　事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数 該当なし

　10　 税効果会計 該当なし

　11　 リースにより使用する固定資産 該当なし

　12　 金融商品関係

　　(1)　金融商品の状況 該当なし

　　(2)　金融商品の時価等 該当なし

　13　 賃貸等不動産関係

　　(1)　賃貸等不動産の状況 該当なし

　　(2)　賃貸等不動産の時価 該当なし

　14 　関連当事者との取引

　　 取引の内容

　　 　ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

　　(1)　取引の内容

　　(2)　取引条件及び取引条件の決定方針 該当なし

　　(3)　取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容 該当なし

　15 　一株当たり情報

　　(1)　一株当たりの純資産額 記載省略

　　(2)　一株当たりの当期純利益又は当期純損失 記載省略

  16 　重要な後発事象 該当なし

  17 　連結配当規制適用の有無 該当なし

  17－２ 　収益認識関係 該当なし

　18　 その他 該当なし

種類
会社等の名 議決権の所有

関係内容

科目
期末残高

（千円）

科目
期末残高

称又は氏名 (被所有)割合 （千円）

会社等の名 議決権の所有

(被所有)割合
取引の内容 取引金額種類 関係内容 

称又は氏名

120



121



122



123



124



125



様式第十七号の三（第四条、第十条関係）

１ 完成工事未収入金の詳細 （単位：千円）

相手先別内訳 滞留状況

２ 短期貸付金明細表

３ 長期貸付金明細表

４ 関係会社貸付金明細表

○　　附　　属　　明　　細　　表
　令和　　年　　月　　日現在

関係会社名 期首残高

計

計

相　手　先 金　　額
千円

金　　額
千円

相　手　先

計

計

当期増加額

前期以前計上分

金　　額
千円

完成工事未収入金
千円

計

相　手　先 発　生　時
当 期 計 上 分

当期減少額 期末残高 摘要
千円 千円 千円 千円

○ 資本金が1億円を超える株式会社又は貸借対照表の負債の合計金額が200億円以上の株式会社
が許可申請、事業（営業）年度終了報告をする場合は、財務諸表に加えて附属明細表（様式17号の
3）も添付してください。
○ 上記に該当しなければ、提出する必要はありません。
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５ 関係会社有価証券明細表 （単位：千円）

６ 関係会社出資金明細表

計

計

千円 千円 千円 千円

関係会社名 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

社

債

そ

の

他

の

有

価

証

券

当期増加額当期減少額

期　末　残　高

千円 千円 千円 千円

摘要

銘

柄

期　首　残　高

計

取得価額
貸借対照
表計上額

千円 千円

貸借対照
表計上額

取得価額
貸借対照
表計上額

摘　　要

計

期末残高

株式
数

取得
価額

一
株
の
金
額株

式

銘

柄
金額

期首残高

株式
数

取得
価額

貸借対照
表計上額

当期増加額

株式
数

当期減少額

株式
数

金額
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７ 短期借入金明細表

８ 長期借入金明細表

９ 関係会社借入金明細表

10 保証債務明細表

相　手　先 金　　額
千円

計

計

千円千円 千円 千円

計

借入先 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

期末残高 摘要
千円 千円 千円 千円

借入先 期首残高 当期増加額 当期減少額

計

千円

借　入　先 金額 返済期日 摘　　要
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2

3
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1

100

2

3

4
17 2

5

6
100

100
100 20

7 308

1

100
2
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2
3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

00
2

3 3 4
2 3 4

10
1 2
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○ （個人）貸借対照表  ○ 損益計算書             （建設業法で定める様式で作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第18号　貸　借　対　照　表

様式第19号　損　益　計　算　書

自　令和　　年　　月　　日

事業年度

至　令和　　年　　月　　日

（商号又は名称）

「消費税抜」

財　  務　  諸　  表

 （個　人　用）

 

様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

現在

商号又は名称

資　産　の　部

Ⅰ　流　動　資　産 千円

　　　　現金預金

　　　　受取手形

　　　　完成工事未収入金

　　　　有価証券

　　　　未成工事支出金

　　　　材料貯蔵品

　　　　その他

　　　　　貸倒引当金　　 △

　　　　　　流動資産合計

Ⅱ　固　定　資　産

　　　　建物・構築物

　　　　機械・運搬具

　　　　工具器具・備品

　　　　土地

　　　　建設仮勘定

　　　　破産更生債権等

　　　　その他

 　　　　　 固定資産合計

　　　　　　　資産合計

　　　負　債　の　部

Ⅰ　流　動　負　債

　　　　支払手形

　　　　工事未払金

　　　　短期借入金

　　　　未払金

　　　　未成工事受入金

　　　　預り金

　 　　　　　　 引当金

　　　　その他

　　　　　　流動負債合計

令和　　年　　月　　日

 

Ⅱ　固　定　負　債

　　　　長期借入金

　　　　その他

　　　　　　固定負債合計

　　　　　　　負債合計

純　資　産　の　部

　　　　期首資本金

　　　　事業主借勘定

　　　　事業主貸勘定 △

　　　　事業主利益

　　　　　　　純資産合計

　　　　　　　負債純資産合計

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

「消費税抜」

 

様式第十九号（第四条、第十条関係、第十九条の四関係）

損　益　計　算　書
自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

（商号又は名称）

千円

Ⅰ　完成工事高

Ⅱ　完成工事原価

材料費

労務費

（うち労務外注費 ）

外注費

経　費

完成工事総利益（完成工事総損失）

Ⅲ　販売費及び一般管理費

従業員給料手当

退職金

法定福利費

福利厚生費

維持修繕費

事務用品費

通信交通費

動力用水光熱費

広告宣伝費

交際費

寄付金

地代家賃

減価償却費

租税公課

保険料

雑　費

営業利益（営業損失）

Ⅳ　営 業 外 収 益

受取利息及び配当金

その他

Ⅴ　営 業 外 費 用

支払利息

その他

事業主利益（事業主損失）

「消費税抜」、「消費税込」の別を記入 

一致する 

一致する 

直前 3 年の各事業年度における 
工事施工金額の合計と一致する 
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　　　様式第18号 貸　借　対　照　表

　　　様式第19号 損　益　計　算　書

        （商号又は名称）

「消費税抜」、「消費税込」の別を記入

財　　　務　　　諸　　　表

令和　　　年　　　月　　　日

（個 人 用）

○ 確定申告書等を参考に記入してください。
○ 当てはまらない科目がありましたら、使わない科目・余白等を利用して書き込んでください。

○ 千円単位をもって記入してください。
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様式第十八号（第四条、第十条、第十九条の四関係）

貸　借　対　照　表
令和　　年　　月　　日　現在

（商号又は名称）

資　　産　　の　　部

Ⅰ　流　動　資　産 千円

現金預金 5,681 ①

受取手形 ②

完成工事未収入金 2,367 ③

有価証券 1,920 ④

未成工事支出金 3,182 ⑤

材料貯蔵品 ⑥

その他 ⑦

貸倒引当金 △ ⑧

流動資産合計 13,150 ａ

Ⅱ　固　定　資　産

建物・構築物 ①

機械・運搬具 8,126 ②

工具器具・備品 3,211 ③

土　地 518 ④

建設仮勘定 ⑤

破産更生債権等 ⑥

その他 1,260 ⑦

固定資産計 ｂ＝①～⑦の合計 13,115 ｂ

資産合計 26,265 ｃ

ｃ＝ａ＋ｂ

負債純資産合計と同じ
（ｃ＝次ページのｈ）

ａ＝①～⑦の合計－⑧
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負　　債　　の　　部

Ⅰ　流　動　負　債 千円

支払手形 1,158 ①

工事未払金 2,161 ②

短期借入金 ③

未払金 ④

未成工事受入金 3,124 ⑤

預り金 ⑥

引当金 ⑦

その他 ⑧

流動負債合計 6,443 ｄ

ｄ＝①～⑧の合計

Ⅱ　固　定　負　債

長期借入金 ①

その他 ②

固定負債合計 ｅ＝①＋② ｅ

負債合計 6,443 ｆ

ｆ＝ｄ＋ｅ

純　　資　　産　　の　　部

期首資本金 12,316 ①

事業主借勘定 5,218 ②

事業主貸勘定 △ 4,623 ③

事業主利益 6,911 ④

純資産合計 ｇ＝①＋②-③＋④ 19,822 ｇ

負債純資産合計 26,265 ｈ

ｈ＝ｆ＋ｇ

注　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

損益計算書の事業主
利益と同じ（④＝Ｈ)

資産合計と同じ
（ｈ＝前ページのc）

前年度の純資産合計と一致する
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様式第十九号（第四条、第十条関係）

損　益　計　算　書
自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

（商号又は名称）

千円

Ⅰ　完成工事高 56,230 Ａ

Ⅱ　完成工事原価

材料費 16,231 ①

労務費 5,186 ②

（うち労務外注費 ）

外注費 10,321 ③

経　費 9,218 ④ 40,956 Ｂ

B=①～④の合計　

完成工事総利益（完成工事総損失） 15,274 Ｃ

Ｃ＝Ａ－Ｂ

Ⅲ　販売費及び一般管理費

従業員給料手当 事務職員分 3,600 ①

退職金 ②

法定福利費 640 ③

福利厚生費 517 ④

維持修繕費 278 ⑤

事務用品費 212 ⑥

通信交通費 312 ⑦

動力用水光熱費 85 ⑧

広告宣伝費 815 ⑨

交際費 ⑩

寄付金 ⑪

地代家賃 1,260 ⑫

減価償却費 ⑬

租税公課 201 ⑭

保険料 361 ⑮ Ｄ＝①～⑯の合計

雑　費 111 ⑯ 8,392 Ｄ

営業利益（営業損失） 6,882 Ｅ

Ｅ＝Ｃ－Ｄ

現場でかかった費用・現
場で作業する常勤の社
員・従業員の給料手当等
はすべてここに記入

「雑費に属する費用で
「販売費及び一般管理
費」の総額の１／１０
を超えるものについて
は、それぞれ当該費用
を明示する科目を用い
て記入、雑費には計上
しない

臨時的な作業員（アルバイト）
等の賃金

直前3の各事業年度における工事施工金額（様
式第3号）の合計と同じ
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千円

Ⅳ　営 業 外 収 益

受取利息配当金 210 ①

その他 ② 210 Ｆ

Ｆ＝①＋②

Ⅴ　営 業 外 費 用

支払利息 181 ①

Ｇ＝①＋②

その他 ② 181 Ｇ

事業主利益（事業主損失） 6,911 Ｈ

Ｈ＝Ｅ＋Ｆ－Ｇ

貸借対照表の事業主利
益と同じ（Ｈ＝純資産
の部④）
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○ 役 員 等 氏 名 一 覧 表 

 
                           申請者（変更届出者）                                          
 
                           許可番号 埼玉県知事許可（般・特   ）第          号 
 
※ 氏名及びフリガナを記入して、該当する文字等を「○」で囲んでください。 

役員等の氏名・性別 生年月日 役員等の氏名・性別 生年月日 
フリガナ M 

T 
S 
H 

 

年   月   日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年   月   日 

 

 
 
 

男 

女 

 

 

男 

女 
フリガナ M 

T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 
 

 

男 

女 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 

 

 

男 

女 
フリガナ M 

T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 

 

 

男 

女 
フリガナ M 

T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 
 

 

男 

女 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 

 

 

男 

女 
フリガナ M 

T 
S 
H 

 

年  月  日 

フリガナ M 
T 
S 
H 

 

年  月  日 

 

 
 
 

男 

女 

 

 

男 

女 

（注） 
1 法人による申請（新規・更新・業種追加）の場合は、役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100
分の 5 以上を有する株主若しくは出資の総額の 100 分の 5 以上に相当する出資をしている者（個人であ

るものに限る。）及び建設業法施行令第 3 条規定する使用人、全員について記入してください。 
2 個人事業主による申請（新規・更新・業種追加）の場合は、個人事業主、支配人及び建設業法施行令

第 3 条に規定する使用人、全員について記入してください。 
3 変更届出の場合は、新任の者のみ記入してください。 

建設管理課 
取扱担当者 
確  認  印 
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